
別　表

NG

OK

希望有

希望無
交渉不成立

窓口（建築課 空家・住宅対策係）へ提出

（市及び宅地建物取引業協会担当者が現地へ伺います。）

NG

OK

※必要に応じてご案内致します。
詳しくはお問い合わせ下さい。

【※】購入に前向きな場合
OK

OK

登録申請前チェックシートにて現況を確認します。
窓口（建築課 空家・住宅対策係）又は電話にて相談

申請者（所有者）立ち会いの上、外観及び周囲の状況等の
調査を行います。

（建築課の職員と共に現地へ伺います。）

※外観や周囲の状況等が著しく悪い場
合、登録できない場合があります。

・・ 新発田市 建築課

購入見送り

購入見送り

・・

（公社）新潟県宅地建物取引業協会新発田支部

上記２者

・・・

※担当機関

・・ 見学希望者

・・・
※不動産業者への登録と同時に行うことはできません。

　　　　　　※買取業者を募るため、情報を流す（メール）

手続きの流れ
～空き家を売りたい人(登録者)～

・・・

※内観や道路状況、税金滞
納など条件によっては登録
できない場合があります。

・・

登録前相談

現地調査

審 査 登録不可の連絡

登録申請

空き家バンク
情報掲載開始

登録変更申請

登録抹消申請

現地見学
（初回は建築課、

2回目【※】からは担当業者が案内）

交 渉

契 約 成 立

家財道具処分補助金交付申請

見学希望者

他の見学希望者へ

他の見学希望者へ

登録抹消通知
受領

事前調査

審 査 登録不可の連絡

宅建協会へ
情報提供

協会員へ情報提供
（周知期間 2週間）

希望のあった業者と
直接やりとりを行う


